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川崎市公告第396号

一般競争入札について次のとおり公告します｡

平成20年９月22日

川崎市長 阿 部 孝 夫

(案件１)

競争入札に付する事項

件 名 高津区内道路補修 (緊急その２) 工事

履行場所 川崎市高津区役所建設センター管内

履行期限 平成21年３月31日限り

参 加 資 格

(１) 川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと｡
(２) 川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間中でないこと｡
(３) 建設業退職金共済制度に加入していること｡
(４) 川崎市高津区内に本社を有すること｡
(５) 平成19・20年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種 ｢舗装｣ で登録されている者｡
(６) 主任技術者 (業種 ｢舗装｣) を配置できること｡

契約条項を示す場所等
川崎市財政局管財部契約課土木契約係 (〒210－8577 川崎市川崎区宮本町１番地)
電話番号 044－200－2099

入 札 日 時 等 平成20年10月10日 13時30分 (川崎市役所本庁舎地下入札室)

入 札 保 証 金 免

契 約 書 作 成 要

入 札 の 無 効 川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は､ これを無効とします｡

そ の 他 契約課ホームページ ｢入札情報 かわさき｣ アドレスhttp://keiyaku.city.kawasaki.jp

(案件２)

競争入札に付する事項

件 名 浮島Ｂ地区暫定利用整備工事

履行場所 川崎市川崎区浮島町地内

履行期限 平成20年12月26日限り

参 加 資 格

(１) 川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと｡
(２) 川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間中でないこと｡
(３) 建設業退職金共済制度に加入していること｡
(４) 川崎市内に本社を有すること｡
(５) 平成19・20年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種 ｢土木｣ ランク ｢Ｃ｣ で登録
されている者｡

(６) 主任技術者 (業種 ｢土木｣) を配置できること｡

契約条項を示す場所等
川崎市財政局管財部契約課土木契約係 (〒210－8577 川崎市川崎区宮本町１番地)
電話番号 044－200－2099

入 札 日 時 等 平成20年10月10日 13時30分 (川崎市役所本庁舎地下入札室)

入 札 保 証 金 免

契 約 書 作 成 要

入 札 の 無 効 川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は､ これを無効とします｡

そ の 他 契約課ホームページ ｢入札情報 かわさき｣ アドレスhttp://keiyaku.city.kawasaki.jp
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(案件３)

競争入札に付する事項

件 名 西部下水管内管きょ緊急補修第２号工事

履行場所 川崎市宮前区地内

履行期限 平成21年３月31日限り

参 加 資 格

(１) 川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと｡
(２) 川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間中でないこと｡
(３) 建設業退職金共済制度に加入していること｡
(４) 川崎市内に本社を有すること｡
(５) 平成19・20年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種 ｢下水管きょ｣ 種目 ｢下水道
開削｣ ランク ｢Ｂ｣ で登録されている者｡

(６) 主任技術者 (業種 ｢土木｣) を配置できること｡

契約条項を示す場所等
川崎市財政局管財部契約課土木契約係 (〒210－8577 川崎市川崎区宮本町１番地)
電話番号 044－200－2099

入 札 日 時 等 平成20年10月10日 13時30分 (川崎市役所本庁舎地下入札室)

入 札 保 証 金 免

契 約 書 作 成 要

入 札 の 無 効 川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は､ これを無効とします｡

そ の 他 契約課ホームページ ｢入札情報 かわさき｣ アドレスhttp://keiyaku.city.kawasaki.jp

(案件４)

競争入札に付する事項

件 名 南部下水管内マンホール補修工事

履行場所 川崎市川崎区・幸区地内

履行期限 平成21年２月27日限り

参 加 資 格

(１) 川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと｡
(２) 川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間中でないこと｡
(３) 建設業退職金共済制度に加入していること｡
(４) 川崎市内に本社を有すること｡
(５) 平成19・20年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種 ｢下水管きょ｣ 種目 ｢下水道
開削｣ ランク ｢Ｂ｣ で登録されている者｡

(６) 主任技術者 (業種 ｢土木｣) を専任で配置できること｡

契約条項を示す場所等
川崎市財政局管財部契約課土木契約係 (〒210－8577 川崎市川崎区宮本町１番地)
電話番号 044－200－2099

入 札 日 時 等 平成20年10月10日 13時30分 (川崎市役所本庁舎地下入札室)

入 札 保 証 金 免

契 約 書 作 成 要

入 札 の 無 効 川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は､ これを無効とします｡

そ の 他 契約課ホームページ ｢入札情報 かわさき｣ アドレスhttp://keiyaku.city.kawasaki.jp

川崎市公告第397号

都市計画法 (昭和43年法律第100号) 第36条第３項の

規定により開発行為に関する工事の完了を次のとおり公

告します｡

平成20年９月22日

川崎市長 阿 部 孝 夫

１ 工事を完了した開発区域の名称及び面積

川崎市麻生区細山４丁目646番１

ほか９筆の一部

2,631平方メートル
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２ 開発許可を受けた者の住所及び氏名

川崎市麻生区百合丘１丁目１番地４

株式会社 成建グリンホーム

代表取締役 田畑 誠

３ 予定建築物の用途

一戸建ての住宅

計画戸数：16戸

４ 開発許可年月日及び許可番号

平成20年１月28日

川崎市指令ま開 (イ) 第168号

平成20年８月26日

川崎市指令ま情開発 (イ) 第64号 (変更)

川崎市公告第398号

一般競争入札について次のとおり公告します｡

平成20年９月24日

川崎市長 阿 部 孝 夫

(案件１)

競争入札に付する事項

件 名 中野島多摩川住宅ほか４住宅地上デジタル受信設備改修工事

履行場所 川崎市多摩区中野島５丁目２番１号ほか４ヶ所

履行期限 平成21年２月27日限り

参 加 資 格

(１) 川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと｡
(２) 川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間中でないこと｡
(３) 建設業退職金共済制度に加入していること｡
(４) 川崎市内に本社を有すること｡
(５) 平成19・20年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種 ｢通信｣ 種目 ｢テレビ共聴設
備｣ で登録されている者

(６) ｢官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律｣ 第２条第１項第１号によ
る中小企業者であること｡

(７) 電気通信工事業に係る建設業の許可を受けていること｡
(８) 主任技術者 (業種 ｢電気通信｣) を配置できること｡

契約条項を示す場所等
川崎市財政局管財部契約課建築契約係 (〒210－8577 川崎市川崎区宮本町１番地)
電話番号 044－200－2100

入 札 日 時 等 平成20年10月22日 14時30分 (川崎市役所本庁舎地下入札室)

入 札 保 証 金 免

契 約 書 作 成 要

入 札 の 無 効 川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は､ これを無効とします｡

そ の 他 契約課ホームページ ｢入札情報 かわさき｣ アドレスhttp://keiyaku.city.kawasaki.jp

(案件２)

競争入札に付する事項

件 名 港湾振興会館災害情報カメラ設置工事

履行場所 川崎市川崎区東扇島38番地１ほか１箇所

履行期限 平成21年３月16日限り

参 加 資 格

(１) 川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと｡
(２) 川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間中でないこと｡
(３) 建設業退職金共済制度に加入していること｡
(４) 平成19・20年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種 ｢通信｣ で登録されている者
(５) 電気通信工事業に係る建設業の許可を受けていること｡
(６) 主任技術者 (業種 ｢電気通信｣) を専任で配置できること｡

ただし､ 請負金額が2,500万円未満の工事は兼任も可

契約条項を示す場所等
川崎市財政局管財部契約課建築契約係 (〒210－8577 川崎市川崎区宮本町１番地)
電話番号 044－200－2100
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入 札 日 時 等 平成20年10月22日 14時30分 (川崎市役所本庁舎地下入札室)

入 札 保 証 金 免

契 約 書 作 成 要

入 札 の 無 効 川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は､ これを無効とします｡

そ の 他 契約課ホームページ ｢入札情報 かわさき｣ アドレスhttp://keiyaku.city.kawasaki.jp

(案件３)

競争入札に付する事項

件 名 王禅寺中学校校舎改修工事

履行場所 川崎市麻生区王禅寺東４丁目14番２号

履行期限 平成21年２月27日限り

参 加 資 格

(１) 川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと｡
(２) 川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間中でないこと｡
(３) 建設業退職金共済制度に加入していること｡
(４) 川崎市内に本社を有すること｡
(５) 平成19・20年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種 ｢建築｣ 種目 ｢一般建築｣ ラ
ンク ｢Ｂ｣ で登録されている者

(６) ｢官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律｣ 第２条第１項第１号によ
る中小企業者であること｡

(７) 建築工事業に係る特定建設業の許可を受けていること｡
(８) 監理技術者資格者証 (業種 ｢建築｣) の交付を受けた技術者を専任で配置できること｡

契約条項を示す場所等
川崎市財政局管財部契約課建築契約係 (〒210－8577 川崎市川崎区宮本町１番地)
電話番号 044－200－2100

入 札 日 時 等 平成20年10月31日 14時30分 (川崎市役所本庁舎地下入札室)

入 札 保 証 金 免

契 約 書 作 成 要

入 札 の 無 効 川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は､ これを無効とします｡

そ の 他 契約課ホームページ ｢入札情報 かわさき｣ アドレスhttp://keiyaku.city.kawasaki.jp

(案件４)

競争入札に付する事項

件 名 南平間保育園既存園舎改修工事

履行場所 川崎市中原区上平間1183番地

履行期限 平成21年３月13日限り

参 加 資 格

(１) 川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと｡
(２) 川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間中でないこと｡
(３) 建設業退職金共済制度に加入していること｡
(４) 川崎市内に本社を有すること｡
(５) 平成19・20年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種 ｢建築｣ 種目 ｢一般建築｣ ラ
ンク ｢Ｃ｣ で登録されている者

(６) ｢官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律｣ 第２条第１項第１号によ
る中小企業者であること｡

(７) 建築工事業に係る建設業の許可を受けていること｡
(８) 主任技術者 (業種 ｢建築｣) を配置できること｡

契約条項を示す場所等
川崎市財政局管財部契約課建築契約係 (〒210－8577 川崎市川崎区宮本町１番地)
電話番号 044－200－2100
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入 札 日 時 等 平成20年10月22日 14時30分 (川崎市役所本庁舎地下入札室)

入 札 保 証 金 免

契 約 書 作 成 要

入 札 の 無 効 川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は､ これを無効とします｡

そ の 他 契約課ホームページ ｢入札情報 かわさき｣ アドレスhttp://keiyaku.city.kawasaki.jp

(案件５)

競争入札に付する事項

件 名 丸子ポンプ場建設電気その13工事

履行場所 川崎市中原区上平間2069

履行期限 平成22年３月15日限り

参 加 資 格

(１) 川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと｡
(２) 川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間中でないこと｡
(３) 建設業退職金共済制度に加入していること｡
(４) 平成19・20年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種 ｢電気｣ ランク ｢Ａ｣ で登録
されている者

(５) 電気工事業に係る特定建設業の許可を受けていること｡
(６) 監理技術者資格者証 (業種 ｢電気｣) の交付を受けた技術者を専任で配置できること｡

なお､ 契約後は建設業法に抵触しない範囲で､ 工事担当局と協議の上､ 工事現場へ
専任配置を要しない期間を設けること､ 又は､ 技術者を変更することができます｡

(７) 下水道施設 (下水処理場､ ポンプ場) の運転操作設備工事で､ インバータ方式によ
る速度制御装置の製作・据付工事の完工実績 (元請に限る｡) を平成９年４月１日以降
に有すること (修理及び整備工事は除く｡)｡
ただし､ 共同企業体により施工した工事については､ 出資割合が20％以上であるこ

と｡

契約条項を示す場所等
川崎市財政局管財部契約課建築契約係 (〒210－8577 川崎市川崎区宮本町１番地)
電話番号 044－200－2100

入 札 日 時 等 平成20年10月31日 14時30分 (川崎市役所本庁舎地下入札室)

入 札 保 証 金 免

契 約 書 作 成 要

入 札 の 無 効 川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は､ これを無効とします｡

そ の 他 契約課ホームページ ｢入札情報 かわさき｣ アドレスhttp://keiyaku.city.kawasaki.jp

(案件６)

競争入札に付する事項

件 名 中原消防署玉川出張所庁舎その他解体撤去工事

履行場所 川崎市中原区北谷町78番地

履行期限 平成21年３月16日限り

参 加 資 格

(１) 川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと｡
(２) 川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間中でないこと｡
(３) 建設業退職金共済制度に加入していること｡
(４) 川崎市内に本社を有すること｡
(５) 平成19・20年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種 ｢とび・土工｣ で登録されて
いる者

(６) ｢官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律｣ 第２条第１項第１号によ
る中小企業者であること｡

(７) とび・土工工事業に係る建設業の許可を受けていること｡
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(８) 主任技術者 (業種 ｢とび・土工｣) を配置できること｡
(９) 石綿作業主任者として選任可能な技術者を専任で配置できること｡
(10) 特別管理産業廃棄物管理責任者を配置できること｡
(11) 鉄筋コンクリート造で階数３以上かつ450㎡以上の建築物の解体工事の完工実績 (元
請に限る｡) を平成９年４月１日以降に有すること｡
ただし､ 共同企業体により施工した工事については､ 出資割合が20％以上であるこ

と｡

契約条項を示す場所等
川崎市財政局管財部契約課建築契約係 (〒210－8577 川崎市川崎区宮本町１番地)
電話番号 044－200－2100

入 札 日 時 等 平成20年10月22日 14時30分 (川崎市役所本庁舎地下入札室)

入 札 保 証 金 免

契 約 書 作 成 要

入 札 の 無 効 川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は､ これを無効とします｡

そ の 他 契約課ホームページ ｢入札情報 かわさき｣ アドレスhttp://keiyaku.city.kawasaki.jp

(案件７)

競争入札に付する事項

件 名 三田小学校エレベータ棟増築その他工事

履行場所 川崎市多摩区三田３丁目６番地４

履行期限 平成21年３月13日限り

参 加 資 格

(１) 川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと｡
(２) 川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間中でないこと｡
(３) 建設業退職金共済制度に加入していること｡
(４) 川崎市内に本社を有すること｡
(５) 平成19・20年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種 ｢建築｣ 種目 ｢一般建築｣ ラ
ンク ｢Ｃ｣ で登録されている者

(６) ｢官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律｣ 第２条第１項第１号によ
る中小企業者であること｡

(７) 建築工事業に係る建設業の許可を受けていること｡
(８) 主任技術者 (業種 ｢建築｣) を配置できること｡

契約条項を示す場所等
川崎市財政局管財部契約課建築契約係 (〒210－8577 川崎市川崎区宮本町１番地)
電話番号 044－200－2100

入 札 日 時 等 平成20年10月22日 14時30分 (川崎市役所本庁舎地下入札室)

入 札 保 証 金 免

契 約 書 作 成 要

入 札 の 無 効 川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は､ これを無効とします｡

そ の 他 契約課ホームページ ｢入札情報 かわさき｣ アドレスhttp://keiyaku.city.kawasaki.jp

(案件８)

競争入札に付する事項

件 名 日本民家園旧佐々木家住宅保存修理その２工事

履行場所 川崎市多摩区枡形７丁目１番１号

履行期限 平成21年３月13日限り

参 加 資 格
(１) 川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと｡
(２) 川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間中でないこと｡
(３) 建設業退職金共済制度に加入していること｡
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川崎市公告第399号

土地区画整理法 (昭和29年５月20日法律第119号) 第

58条の規定により､ 川崎都市計画事業登戸土地区画整理

審議会の委員の選挙を行うため､ 土地区画整理法施行令

(昭和30年３月31日政令第47号) 第19条の規定により､

次のとおり公告します｡

選挙期日 平成20年12月７日

平成20年９月25日

川崎市長 阿 部 孝 夫

川崎市公告第400号

大規模小売店舗立地法に基づく変更の届出

大規模小売店舗立地法 (平成10年法律第91号) 第６条

第１項の規定に基づき､ 大規模小売店舗の変更の届出が

なされたので､ 同法第６条第３項の規定において準用す

る同法第５条第３項の規定により次のとおり公告します｡

平成20年９月25日

川崎市長 阿 部 孝 夫

１ 大規模小売店舗の名称及び所在地

日土地山口台ビル

川崎市麻生区上麻生四丁目３番２

２ 大規模小売店舗を設置する者の氏名又は名称及び住

所並びに法人にあっては代表者の氏名

日本土地建物株式会社

東京都千代田区霞ヶ関一丁目４番１号

取締役社長 中島久彰

３ 変更する事項

大規模小売店舗を設置する者の氏名又は名称及び住

所並びに法人にあっては代表者の氏名

(変更前) 生活協同組合コープかながわ

横浜市港北区新横浜二丁目５番地11

理事 小林勉

(変更後) 生活協同組合コープかながわ

横浜市港北区新横浜二丁目５番地11

代表理事 木下長義

４ 変更年月日

平成20年６月６日

５ 届出の年月日

平成20年９月12日

６ 届出及び添付書類の縦覧場所

川崎市役所本庁舎

７ 届出及び添付書類の縦覧期間及び時間帯

平成20年９月25日から平成21年１月23日までの午前

８時30分から午後５時まで｡ ただし､ 土曜日､ 日曜日

(４) 川崎市内に本社を有すること｡
(５) 平成19・20年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種 ｢建築｣ 種目 ｢一般建築｣ ラ
ンク ｢Ａ､ ＢまたはＣ｣ で登録されている者

(６) ｢官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律｣ 第２条第１項第１号によ
る中小企業者であること｡

(７) 建築工事業に係る特定建設業の許可を受けていること｡
ただし､ 受注後の下請金額が4,500万円を下回ると思われる参加申込者は一般建設業

の許可でも可とします｡
(８) 監理技術者資格者証 (業種 ｢建築｣) の交付を受けた技術者を専任で配置できること｡

ただし､ 受注後の下請金額が4,500万円を下回ると思われる参加申込者は主任技術者
(業種 ｢建築｣) でも可とします｡
なお､ 建築工事で請負金額が5,000万円未満の工事は兼任も可

(９) 文化財指定された建築物の補修工事の完工実績 (元請に限る｡) を平成９年４月１日
以降に有すること｡
ただし､ 共同企業体により施工した工事については､ 出資割合が20％以上であるこ

と｡

契約条項を示す場所等
川崎市財政局管財部契約課建築契約係 (〒210－8577 川崎市川崎区宮本町１番地)
電話番号 044－200－2100

入 札 日 時 等 平成20年10月31日 14時30分 (川崎市役所本庁舎地下入札室)

入 札 保 証 金 免

契 約 書 作 成 要

入 札 の 無 効 川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は､ これを無効とします｡

そ の 他 契約課ホームページ ｢入札情報 かわさき｣ アドレスhttp://keiyaku.city.kawasaki.jp
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及び休日を除く｡

８ 法第８条第２項の規定に基づき､ 当該大規模小売店

舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境保持のた

めに配慮すべき事項について意見を有する者は､ 当該

公告の日から４月以内に､ 川崎市に対し意見書の提出

によりこれを述べることができます｡

９ 意見書の提出期限及び提出先

平成21年１月23日

川崎市経済労働局産業振興部商業観光課

川崎市公告第401号

大規模小売店舗立地法に基づく変更の届出

大規模小売店舗立地法 (平成10年法律第91号) 第６条

第１項の規定に基づき､ 大規模小売店舗の変更の届出が

なされたので､ 同法第６条第３項の規定において準用す

る同法第５条第３項の規定により次のとおり公告します｡

平成20年９月25日

川崎市長 阿 部 孝 夫

１ 大規模小売店舗の名称及び所在地

コープかながわ井田三舞店

川崎市中原区井田三舞町21番１

２ 大規模小売店舗を設置する者の氏名又は名称及び住

所並びに法人にあっては代表者の氏名

青山洋司

川崎市中原区井田三舞町10番10号

３ 変更する事項

大規模小売店舗を設置する者の氏名又は名称及び住

所並びに法人にあっては代表者の氏名

(変更前) 生活協同組合コープかながわ

横浜市港北区新横浜二丁目５番地11

理事 小林勉

(変更後) 生活協同組合コープかながわ

横浜市港北区新横浜二丁目５番地11

代表理事 木下長義

４ 変更年月日

平成20年６月６日

５ 届出の年月日

平成20年９月12日

６ 届出及び添付書類の縦覧場所

川崎市役所本庁舎

７ 届出及び添付書類の縦覧期間及び時間帯

平成20年９月25日から平成21年１月23日までの午前

８時30分から午後５時まで｡ ただし､ 土曜日､ 日曜日

及び休日を除く｡

８ 法第８条第２項の規定に基づき､ 当該大規模小売店

舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境保持のた

めに配慮すべき事項について意見を有する者は､ 当該

公告の日から４月以内に､ 川崎市に対し意見書の提出

によりこれを述べることができます｡

９ 意見書の提出期限及び提出先

平成21年１月23日

川崎市経済労働局産業振興部商業観光課

川崎市公告第402号

一般競争入札について次のとおり公告します｡

平成20年９月26日

川崎市長 阿 部 孝 夫

(案件１)

競争入札に付する事項

件 名 春日台公園急傾斜地土留設置設計委託

履行場所 川崎市高津区千年1149番地先

履行期限 平成21年３月31日 限り

参 加 資 格

(１) 川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと｡
(２) 川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間中でないこと｡
(３) 平成19・20年度川崎市業務委託有資格業者名簿に業種 ｢建設コンサルタント｣ 種目
｢道路部門｣ で登録されている者

契約条項を示す場所等
川崎市財政局管財部契約課契約管理係 (〒210－8577 川崎市川崎区宮本町１番地)
電話番号 044－200－2097

入 札 日 時 等 平成20年10月28日 14時30分 (川崎市役所本庁舎地下入札室)

入 札 保 証 金 免

契 約 書 作 成 要

入 札 の 無 効 川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は､ これを無効とします｡

そ の 他 契約課ホームページ ｢入札情報 かわさき｣ アドレスhttp://keiyaku.city.kawasaki.jp
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(案件２)

競争入札に付する事項

件 名 西部下水管内管きょ清掃委託その２

履行場所 川崎市宮前区ほか地内

履行期限 平成21年３月31日 限り

参 加 資 格

(１) 川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと｡
(２) 川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間中でないこと｡
(３) 川崎市内に本社を有すること｡
(４) 平成19・20年度川崎市業務委託有資格業者名簿に業種 ｢屋外清掃｣ 種目 ｢下水道清
掃｣ で登録されている者

(５) 主観評価項目の合計点が10点以上であること｡
(６) ① 川崎市産業廃棄物収集運搬業の許可証 (産業廃棄物の種類に汚泥が含まれてい

ること) を受けている者
② 管きょ清掃の作業にあたっては､ 産業洗浄技能士 (高圧洗浄作業) の技能検定
合格者を専任で配置できること｡
③ 管きょ清掃の作業にあたっては､ 第２種酸素欠乏危険作業主任技能講習修了者
を専任で配置できること｡

④ ②､ ③は兼任できるものとする｡

契約条項を示す場所等
川崎市財政局管財部契約課契約管理係 (〒210－8577 川崎市川崎区宮本町１番地)
電話番号 044－200－2097

入 札 日 時 等 平成20年10月28日 14時30分 (川崎市役所本庁舎地下入札室)

入 札 保 証 金 免

契 約 書 作 成 要

入 札 の 無 効 川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は､ これを無効とします｡

そ の 他 契約課ホームページ ｢入札情報 かわさき｣ アドレスhttp://keiyaku.city.kawasaki.jp

(案件３)

競争入札に付する事項

件 名 災害用トイレの購入について

履行場所 加瀬クリーンセンター (川崎市幸区南加瀬４－40－23)

履行期限 平成21年２月27日

参 加 資 格

(１) 川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと｡
(２) 川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間中でないこと｡
(３) 入札期日において平成19・20年度川崎市製造の請負・物件の買入れ等有資格業者名
簿の業種 ｢消防・防災用品｣ に登載されてされており､ かつ､ ＡまたはＢの等級に格
付けされていること｡

(４) 川崎市内に本社を有すること｡
(５) この購入 (製造) 物品及び数量について､ 仕様書の内容を遵守し､ 確実に納入でき
ること｡

(６) 過去10年以内に､ 消防・防災用品について契約実績があること｡

契約条項を示す場所等
川崎市財政局管財部契約課物品契約係 (〒210－8577 川崎市川崎区宮本町１番地)
電話番号 044－200－2091

入 札 日 時 等 平成20年10月23日 11時00分 (川崎市役所本庁舎地下入札室)

入 札 保 証 金 免

契 約 書 作 成 要

入 札 の 無 効 川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は､ これを無効とします｡

そ の 他 契約課ホームページ ｢入札情報 かわさき｣ アドレスhttp://keiyaku.city.kawasaki.jp
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(案件４)

競争入札に付する事項

件 名 一般投影システム

履行場所 高津区役所保健福祉センター地域保健福祉課

履行期限 平成21年３月31日

参 加 資 格

(１) 川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと｡
(２) 川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間中でないこと｡
(３) 入札期日において平成19・20年度川崎市製造の請負・物件の買入れ等有資格業者名
簿の業種 ｢医療機器｣ に登載されてされていること｡

(４) 川崎市内に本社を有すること｡
(５) この購入 (製造) 物品及び数量について､ 仕様書の内容を遵守し､ 確実に納入でき
ること｡

(６) 過去10年以内に､ この購入 (製造) 物品について類似の契約実績があること｡

契約条項を示す場所等
川崎市財政局管財部契約課物品契約係 (〒210－8577 川崎市川崎区宮本町１番地)
電話番号 044－200－2091

入 札 日 時 等 平成20年10月23日 11時00分 (川崎市役所本庁舎地下入札室)

入 札 保 証 金 免

契 約 書 作 成 要

入 札 の 無 効 川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は､ これを無効とします｡

そ の 他 契約課ホームページ ｢入札情報 かわさき｣ アドレスhttp://keiyaku.city.kawasaki.jp

(案件５)

競争入札に付する事項

件 名 脱水機設備関係部品 (ろ布) ほか

履行場所 川崎市川崎区塩浜３－24－12 入江崎総合スラッジセンター

履行期限 平成21年３月13日

参 加 資 格

(１) 川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと｡
(２) 川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間中でないこと｡
(３) 入札期日において平成19・20年度川崎市製造の請負・物件の買入れ等有資格業者名
簿の業種 ｢産業機器｣ に登載されており､ かつ､ Ａ又はＢの等級に格付されているこ
と｡

(４) この購入 (製造) 物品及び数量について､ 仕様書の内容を遵守し､ 確実に納入でき
ること｡

(５) この購入 (製造) 物品について過去10年以内に類似の契約履行実績があること｡
なお､ 契約実績は１契約につき5,000,000円以上の案件とします｡

契約条項を示す場所等
川崎市財政局管財部契約課物品契約係 (〒210－8577 川崎市川崎区宮本町１番地)
電話番号 044－200－2092

入 札 日 時 等 平成20年10月27日 11時00分 (川崎市役所本庁舎地下入札室)

入 札 保 証 金 免

契 約 書 作 成 要

入 札 の 無 効 川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は､ これを無効とします｡

そ の 他 契約課ホームページ ｢入札情報 かわさき｣ アドレスhttp://keiyaku.city.kawasaki.jp
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川崎市公告第403号

川崎市営住宅等敷地内の放置自動車の処分

について

次の川崎市営住宅等敷地内にある放置自動車は､ 平成

20年10月10日までに撤去されない場合は､ 本市が処分す

ることを公告します｡

平成20年９月26日

川崎市長 阿 部 孝 夫

１ 放置されている場所 (住宅名)

市営下平間住宅

２ 放置自動車の台数

バイク １台

川崎市公告第404号

都市計画法 (昭和43年法律第100号) 第36条第３項の

規定により開発行為に関する工事の完了を次のとおり公

告します｡

平成20年９月29日

川崎市長 阿 部 孝 夫

１ 工事を完了した開発区域の名称及び面積

川崎市高津区久末字城法谷上1795番１

の一部ほか３筆

2,011平方メートル

２ 開発許可を受けた者の住所及び氏名

埼玉県飯能市大字青木135番地

株式会社 アオキ企画

代表取締役 青木 享洋

３ 予定建築物の用途

一戸建ての住宅

計画戸数：16戸

４ 開発許可年月日及び許可番号

平成19年６月21日

川崎市指令ま開 (イ) 第41号

平成19年10月19日

川崎市指令ま開 (イ) 第113号 (変更)

平成20年７月17日

川崎市指令ま情開発 (イ) 第44号 (変更)

川崎市公告第405号

一般競争入札について次のとおり公告します｡

平成20年９月29日

川崎市長 阿 部 孝 夫

(案件１)

競争入札に付する事項

件 名 中原区内主要地方道丸子中山茅ヶ崎舗装道補修 (切削) 工事

履行場所 川崎市中原区上小田中６丁目23番地先

履行期限 90日間

参 加 資 格

(１) 川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと｡
(２) 川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間中でないこと｡
(３) 建設業退職金共済制度に加入していること｡
(４) 川崎市内に本社を有すること｡
(５) 平成19・20年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種 ｢舗装｣ ランク ｢Ｂ｣ で登録
されている者｡

(６) 主任技術者 (業種 ｢舗装｣) を配置できること｡

契約条項を示す場所等
川崎市財政局管財部契約課土木契約係 (〒210－8577 川崎市川崎区宮本町１番地)
電話番号 044－200－2099

入 札 日 時 等 平成20年10月17日 13時30分 (川崎市役所本庁舎地下入札室)

入 札 保 証 金 免

契 約 書 作 成 要

入 札 の 無 効 川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は､ これを無効とします｡

そ の 他 契約課ホームページ ｢入札情報 かわさき｣ アドレスhttp://keiyaku.city.kawasaki.jp

(案件２)

競争入札に付する事項

件 名 中部下水管内管きょ緊急補修第２号工事

履行場所 川崎市中原区､ 高津区地内

履行期限 平成21年３月31日限り
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参 加 資 格

(１) 川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと｡
(２) 川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間中でないこと｡
(３) 建設業退職金共済制度に加入していること｡
(４) 川崎市内に本社を有すること｡
(５) 平成19・20年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種 ｢下水管きょ｣ 種目 ｢下水道
開削｣ ランク ｢Ｂ｣ で登録されている者

(６) 主任技術者 (業種 ｢土木｣) を専任で配置できること｡

契約条項を示す場所等
川崎市財政局管財部契約課土木契約係 (〒210－8577 川崎市川崎区宮本町１番地)
電話番号 044－200－2099

入 札 日 時 等 平成20年10月17日 13時30分 (川崎市役所本庁舎地下入札室)

入 札 保 証 金 免

契 約 書 作 成 要

入 札 の 無 効 川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は､ これを無効とします｡

そ の 他 契約課ホームページ ｢入札情報 かわさき｣ アドレスhttp://keiyaku.city.kawasaki.jp

(案件３)

競争入札に付する事項

件 名 王禅寺東地区ほか下水修繕工事

履行場所 川崎市麻生区王禅寺東２丁目地内ほか

履行期限 平成21年３月15日限り

参 加 資 格

(１) 川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと｡
(２) 川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間中でないこと｡
(３) 建設業退職金共済制度に加入していること｡
(４) 川崎市内に本社を有すること｡
(５) 平成19・20年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種 ｢下水管きょ｣ 種目 ｢下水道
管更生｣ ランク ｢Ｂ｣ で登録されている者

(６) 主任技術者 (業種 ｢土木｣) を配置できること｡

契約条項を示す場所等
川崎市財政局管財部契約課土木契約係 (〒210－8577 川崎市川崎区宮本町１番地)
電話番号 044－200－2099

入 札 日 時 等 平成20年10月17日 13時30分 (川崎市役所本庁舎地下入札室)

入 札 保 証 金 免

契 約 書 作 成 要

入 札 の 無 効 川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は､ これを無効とします｡

そ の 他 契約課ホームページ ｢入札情報 かわさき｣ アドレスhttp://keiyaku.city.kawasaki.jp

(案件４)

競争入札に付する事項

件 名 北部下水管内マンホール補修工事

履行場所 川崎市多摩区・麻生区地内

履行期限 平成21年３月15日限り

参 加 資 格

(１) 川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと｡
(２) 川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間中でないこと｡
(３) 建設業退職金共済制度に加入していること｡
(４) 川崎市内に本社を有すること｡
(５) 平成19・20年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種 ｢下水管きょ｣ 種目 ｢下水道
開削｣ ランク ｢Ｂ｣ で登録されている者
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川崎市公告第406号

川崎発電所リプレース計画 (更新及び増設)

に係る環境影響評価準備書についての意見

の概要等及び法対象条例見解書について

標記の法対象事業について､ 環境影響評価法 (平成９

年法律第81号) 第19条の規定により､ 環境影響評価準備

書についての意見の概要及び当該意見についての法対象

事業者の見解を記載した書類の送付を受け､ 及び川崎市

環境影響評価に関する条例 (平成11年川崎市条例第48号)

第59条第１項の規定により､ 法対象条例見解書の提出が

ありましたので､ 同条例第43条及び第59条第２項の規定

に基づき､ その旨及び川崎市環境影響評価に関する条例

施行規則 (平成12年川崎市規則第106号) 第45条及び第

59条に定める事項について次のとおり公告します｡

平成20年９月30日

川崎市長 阿 部 孝 夫

環境影響評価準備書についての意見の概要

等及び法対象条例見解書について

１ 法対象事業者

住 所 東京都渋谷区代々木二丁目２番２号

名 称 東日本旅客鉄道株式会社

代表者 代表取締役社長 清野 智

(６) 主任技術者 (業種 ｢土木｣) を配置できること｡

契約条項を示す場所等
川崎市財政局管財部契約課土木契約係 (〒210－8577 川崎市川崎区宮本町１番地)
電話番号 044－200－2099

入 札 日 時 等 平成20年10月17日 13時30分 (川崎市役所本庁舎地下入札室)

入 札 保 証 金 免

契 約 書 作 成 要

入 札 の 無 効 川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は､ これを無効とします｡

そ の 他 契約課ホームページ ｢入札情報 かわさき｣ アドレスhttp://keiyaku.city.kawasaki.jp

(案件５)

競争入札に付する事項

件 名
富士見公園地区市道大島41号線歩道設置 (改築) 工事
富士見公園地区市道大島41号線歩道設置 (改築) 付帯工事 (合併入札)

履行場所 川崎市川崎区大島５丁目16番地先

履行期限 平成21年３月15日限り

参 加 資 格

(１) 川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと｡
(２) 川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間中でないこと｡
(３) 建設業退職金共済制度に加入していること｡
(４) 川崎市内に本社を有すること｡
(５) 平成19・20年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種 ｢土木｣ ランク ｢Ｃ｣ で登録
されている者｡

(６) 業種 ｢土木｣ における過去３年間の本市工事成績評点の平均点が入札参加申込時点
において65点以上であること｡ なお､ 工事成績評点がない場合は０点とする｡
(主観評価項目制度採用)

(７) 主任技術者 (業種 ｢土木｣) を配置できること｡

契約条項を示す場所等
川崎市財政局管財部契約課土木契約係 (〒210－8577 川崎市川崎区宮本町１番地)
電話番号 044－200－2098

入 札 日 時 等 平成20年10月17日 13時30分 (川崎市役所本庁舎地下入札室)

入 札 保 証 金 免

契 約 書 作 成 要

入 札 の 無 効 川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は､ これを無効とします｡

そ の 他 契約課ホームページ ｢入札情報 かわさき｣ アドレスhttp://keiyaku.city.kawasaki.jp
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２ 法対象事業の名称及び種類

(１) 名称

川崎発電所リプレース計画 (更新及び増設)

(２) 種類

電気工作物の設置及び変更

３ 法対象事業を実施する区域

川崎市川崎区扇町８番３号

４ 法対象事業の目的及び内容

(１) 目 的

安定輸送の確保及び管内施設等への自営電力の供

給

(２) 内 容

ア 発電方式

ガスタービン及び汽力 (コンバインドサイクル

発電方式)

イ 発電出力

約63.3万ｋＷ

(新１号機：21.1万ｋＷ､ 新４号機：21.1万ｋ

Ｗ､ ５号機：21.1万ｋＷ)

ウ 区域面積

約67,351㎡

エ 発電用燃料

天然ガス (パイプラインにより供給)

５ 法対象事業の施行期間

着手予定：平成21年10月 完了予定：平成34年２月

６ 環境影響評価法第19条の規定により送付を受けた環

境影響評価準備書についての意見の概要及び当該意見

についての法対象事業者の見解を記載した書類の要旨

第１章 環境影響評価準備書の公告・縦覧

１ 環境影響評価準備書の公告・縦覧

２ 環境影響評価準備書についての説明会の開催

３ 環境影響評価準備書についての意見の把握

第２章 環境影響評価準備書について提出された意

見の概要及び当社の見解

７ 法対象条例見解書の要旨

第１章 事業の概要

１ 法対象事業者の氏名又は名称及び住所

２ 法対象事業の名称及び種類

３ 法対象事業を実施する区域

第２章 環境影響評価の経過

１ 法対象条例環境影響評価準備書の公開・周知

等

２ 法対象事業の目的及び内容

第３章 意見書による意見と法対象事業者の見解

第４章 関係地域の範囲

８ 準備書についての意見の概要等の写しの縦覧の期間､

場所及び時間

(１) 期間

平成20年９月30日 (火) から平成20年10月29日

(水) まで

土曜日､ 日曜日等閉庁日は除きます｡ ただし､ 幸

区役所及び中原区役所では､ 第２・第４土曜日の午

前中も縦覧を行います｡

(２) 場所

川崎区役所､ 大師支所､ 田島支所､ 幸区役所､ 日

吉出張所､ 中原区役所及び本庁 (環境局環境評価室)

(３) 時間

午前８時30分から午後５時まで

９ 法対象条例見解書の写しの縦覧の期間､ 場所及び時

間

(１) 期間

平成20年９月30日(火)から平成20年10月29日(水)

まで

(２) 場所

川崎区役所､ 田島支所及び本庁 (環境局環境評価

室)

(３) 時間

午前８時30分から午後５時まで

川崎市公告第407号

環境影響評価法の対象事業 ｢川崎発電所リ

プレース計画 (更新及び増設)｣ に係る

法対象公聴会の開催について

川崎市環境影響評価に関する条例 (平成11年川崎市条

例第48号) 第44条第１項の規定に基づく準備書に係る公

聴会について､ 川崎市環境影響評価に関する条例施行規

則 (平成12年川崎市規則第106号) 第46条において準用

する同規則第21条の規定に基づき､ 法対象公聴会の開催

について次のとおり公告します｡

平成20年９月30日

川崎市長 阿 部 孝 夫

法対象公聴会の開催について

１ 開催日時

平成20年11月９日 (日) 午前10時から

２ 開催場所

明治安田生命ビル２階 第１会議室

川崎市川崎区宮本町６－１

３ 対象事業名称

川崎発電所リプレース計画 (更新及び増設)

４ 意見を聴こうとする事項

大気質､ 騒音､ 振動､ 低周波音､ 水環境､ 動物､ 植

物､ 景観､ 人と自然との触れ合いの活動の場､ 廃棄物

等､ 温室効果ガス等に係る予測評価について

５ 公述の申出に関する事項

(１) 公聴会に出席して意見を述べようとする方は､ 公

述の申出をしてください｡
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公述の申出ができるのは､ 対象事業に係る関係住

民のうち､ 川崎区､ 幸区､ 中原区内に在住・在勤の

方又は川崎市域に係る環境保全上の意見をお持ちの

方です｡

(２) 公述の申出をしようとする方は､ 氏名､ 住所 (関

係地域に在勤の方は､ 勤務先の名称及び所在地)､

対象事業の名称､ 意見の要旨を記載した書類により

その旨を申し出てください｡

意見の要旨には､ 前記４の ｢意見を聴こうとする

事項｣ について､ 個別的､ 具体的意見を要領よく簡

潔に記述してください｡

なお､ ｢公述の申出書｣ については､ 川崎区役所､

大師支所､ 田島支所､ 幸区役所､ 日吉出張所､ 中原

区役所及び本庁 (環境局環境評価室) に用意してあ

りますので､ 御利用ください｡

(３) 公述申出の期限は､ 平成20年10月26日 (日) です｡

(郵送の場合､ 10月26日消印有効です｡)

(４) 公述申出のあて先は､ 川崎市環境局環境評価室

(〒210－8577 川崎市川崎区宮本町１番地) です｡

６ 公聴会の運営に関する事項

(１) 公述人に選定された方は､ 公聴会に出席し､ 公述

をしていただきます｡

なお､ 公聴会の運営を円滑に行うため､ 追って公

述の方法及び公述時間を通知します｡

(２) 公述人 (公聴会において意見を述べる方) は､ 公

述の申出のあった方から公平かつ適正に選定し､ そ

の結果を本人あて通知します｡

(３) 傍聴を希望する方は､ 平成20年10月26日 (日) ま

でに官製往復はがきに対象事業の名称､ 住所､ 氏名

及び電話番号を記入 (返信先を明記) のうえ､ 川崎

市環境局環境評価室 (〒210－8577 川崎市川崎区

宮本町１番地) あて申し込んでください｡ (郵送の

場合､ 10月26日消印有効です｡)

(４) 傍聴人には傍聴券を交付します｡

なお､ 傍聴券のない方は入場できません｡

７ 公聴会を開催しない場合

川崎区､ 幸区､ 中原区内に在住・在勤の方からの公

述の申出及び川崎市域に係る環境保全上の公述内容の

提出がなかった場合､ 法対象公聴会は開催しません｡

その場合は､ その旨を公告します｡

川崎市公告第408号

土地区画整理法 (昭和29年法律第119号) 第45条第２

項の規定により､ 万福寺土地区画整理組合の解散につい

て認可しましたので､ 同条第５項の規定により公告しま

す｡

平成20年９月30日

川崎市長 阿 部 孝 夫

川崎市公告第409号

都市計画法 (昭和43年法律第100号) 第36条第３項の

規定により開発行為に関する工事の完了を次のとおり公

告します｡

平成20年９月30日

川崎市長 阿 部 孝 夫

１ 工事を完了した開発区域の名称及び面積

川崎市宮前区犬蔵１丁目1176番１

ほか３筆の一部

1,071平方メートル

２ 開発許可を受けた者の住所及び氏名

東京都武蔵野市境二丁目２番２号

株式会社 飯田産業

代表取締役 兼井 雅史

３ 予定建築物の用途

一戸建ての住宅

計画戸数：８戸

４ 開発許可年月日及び許可番号

平成20年１月22日

川崎市指令ま開 (イ) 第162号

川崎市公告 (調達) 第166号

落札者等の公示

川崎市物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める

規則第11条の規定に基づき､ 次のとおり落札者等につい

て公示します｡

平成20年10月10日

川崎市長 阿 部 孝 夫

１ 調達の名称及び数量

(１) 沈降精製百日せきジフテリア破傷風混合ワクチン

約29,000本

(２) 乾燥弱毒生麻しん風しん混合ワクチン

約20,000本

(３) 高分子凝集剤

約100ｔ

２ 契約に関する事務担当部局

財政局管財部契約課

川崎市川崎区宮本町１番地

３ 落札者を決定した日

(１) 沈降精製百日せきジフテリア破傷風混合ワクチン

平成20年９月５日

(２) 乾燥弱毒生麻しん風しん混合ワクチン

平成20年９月５日

(３) 高分子凝集剤

平成20年９月22日

公 告 ( 調 達 )
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４ 落札者の氏名及び住所

(１) 沈降精製百日せきジフテリア破傷風混合ワクチン

葵薬品産業 株式会社

代表取締役 間瀬 良夫

川崎市川崎区本町一丁目５番地15 タウンビル１

階

(２) 乾燥弱毒生麻しん風しん混合ワクチン

株式会社 泰山堂

代表取締役 金成 敏史

川崎市川崎区駅前本町15番地１

(３) 高分子凝集剤

大成クリーン 株式会社

代表取締役 加藤 國彦

川崎市川崎区中島一丁目７番１号

５ 落札金額 (税抜き単価)

(１) 沈降精製百日せきジフテリア破傷風混合ワクチン

1,440円

(２) 乾燥弱毒生麻しん風しん混合ワクチン

6,000円

(３) 高分子凝集剤

728,000円

６ 契約の相手方を決定した手続

(１) 沈降精製百日せきジフテリア破傷風混合ワクチン

一般競争入札

(２) 乾燥弱毒生麻しん風しん混合ワクチン

一般競争入札

(３) 高分子凝集剤

一般競争入札

７ 入札の公告を行った日

(１) 沈降精製百日せきジフテリア破傷風混合ワクチン

平成20年７月25日

(２) 乾燥弱毒生麻しん風しん混合ワクチン

平成20年７月25日

(３) 高分子凝集剤

平成20年８月11日

川崎市公告 (調達) 第167号

次の市有財産について､ 一般競争入札による売払いを

実施します｡

平成20年10月10日

川崎市長 阿 部 孝 夫

１ 売買物件の概要

(１) 売買物件 別表のとおり

(２) 予定価格 (最低売却価格) 別表のとおり

２ 一般競争入札参加資格

(１) 地方自治法 (昭和22年法律第67号) 第238条の３

第１項に規定に該当しないこと｡

(２) 地方自治法施行令 (昭和22年政令第16号) 第167

条の４第１項の規定に該当しないこと｡

(３) 川崎市契約規則 (昭和39年川崎市規則第28号) 第

２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと｡

(４) 下記４の一般競争入札参加申込みに必要な書類を

提出すること｡

(５) 下記４の入札案内書に定める事項及び法令等を遵

守する能力を有すること｡

３ 契約の条件

(１) 禁止する用途

売買物件の引渡しの日 (所有権移転の日) から５

年間は､ 売買物件 (その上の建物等を含む｡) を

｢風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法

律｣ (昭和23年法律第122号) 第２条第１項に定める

風俗営業､ 同条第５項に定める性風俗関連特殊営業

その他これらに類する業 (以下 ｢風俗営業等｣ とい

う｡) の用途として利用することはできません｡

なお､ 物件購入者が売買物件の ｢所有権の移転等｣

をする場合においても､ 新たに権利を取得する方に､

この ｢契約の条件｣ を承継しなければなりません｡

売買物件の ｢所有権の移転等｣ をする際には､ 必ず

売買契約書等にこの ｢契約の条件｣ について明記し､

契約の相手方に対して十分な説明をしなければなり

ません｡

(｢所有権の移転等｣ とは､ 売買､ 贈与､ 交換､

出資等による所有権の移転並びに地上権､ 質権､ 使

用貸借による権利､ 賃借権その他の使用及び収益を

目的とする権利の設定をいいます｡ なお､ 抵当権の

設定は含みません｡)

(２) 実地調査

上記(１)の履行を確認するため､ 川崎市が売買物

件の利用状況等の実地調査を実施するとき､ 又は関

係資料等の提出を求めたときは､ 物件購入者は必ず

川崎市に協力しなければなりません｡

(３) 違約金

上記(１)の条件に違反した場合には､ 売買代金の

100分の30に相当する額を違約金として川崎市に支

払っていただきます｡

４ 平成20年度 第３回一般競争入札による市有財産売

払いの一般競争入札参加申込書等の配布

入札に参加を希望する者には､ 次により ｢市有財産

売払いの一般競争入札参加申込書｣ (以下 ｢一般競争

入札参加申込書｣ という｡) 及び ｢平成20年度 第３

回一般競争入札による市有財産売払いの案内書｣ (以

下 ｢入札案内書｣ という｡) を配布します｡

(１) 配布場所 川崎市財政局管財部管財課 (川崎市役

所本庁舎北館２階)

〒210－8577

川崎市川崎区宮本町１番地



川 崎 市 公 報(第1,516号) 平成20年10月10日

― 1580 ―

電話 044－200－2087 (直通)

(２) 配布期間 平成20年10月10日 (金) から平成20年

10月31日 (金) まで

(土曜日､ 日曜日及び祝日を除く｡)

午前８時30分～午後５時 (正午～午後

１時を除く｡)

５ 一般競争入札参加申込書の提出

入札に参加を希望する者は､ 次により上記４の一般

競争入札参加申込書を提出しなければなりません｡

(１) 提出場所 上記４(１)に同じ

(２) 提出期間 平成20年10月27日 (月) から平成20年

10月31日 (金) まで

午前９時～午後４時 (正午～午後１時

を除く｡)

(３) 提出方法 持参

６ 一般競争入札参加資格の喪失

一般競争入札参加資格があると認められた者が､ 上

記２の各号のいずれかに該当したときは､ 当該一般競

争入札参加資格を喪失します｡

７ 入札の手続等

(１) 入札方法

ア 入札書の提出日時 平成20年11月７日 (金) 午

前10時

イ 入札書の提出場所 いさご会館 ２階 ホール

川崎市川崎区宮本町３番地

３

(２) 入札保証金 地方自治法施行令第167条

の７に規定する入札保証金

(以下 ｢入札保証金｣ という｡)

の納付額は､ 別表のとおりで

す｡

(３) 開札の日時 上記(１)アに同じ

(４) 開札の場所 上記(１)イに同じ

８ 落札者の決定等

(１) 落札者の決定方法 川崎市契約規則第14条の規

定に基づいて決定した予定価

格書の価格 (最低売却価格)

以上の価格をもって有効な入

札を行った者のうち最高の価

格をもって入札を行った者を

落札者とします｡

(２) 入札の無効 入札案内書及び川崎市競争

入札参加者心得で無効と定め

る入札は､ これを無効としま

す｡

９ 契約の手続等

(１) 契約条項 上記４で配布する ｢入札案

内書｣ に記載してあります｡

(２) 契約書作成の要否 要

(３) 契約保証金 地方自治法第 234 条の２第

２項に規定する契約保証金の

納付額は､ 契約金額の10分の

１以上 (円未満切上げ) とし

ます｡

(４) 売買契約の締結期限 平成20年11月17日 (月)

(土曜日及び日曜日を除く｡)

(５) 契約の締結 落札者が､ 平成20年11月17

日 (月) までに契約を締結し

ない場合は､ 落札は無効とな

り､ 上記７(２)の入札保証金

は､ 地方自治法第234条第４

項の規定に基づき､ 川崎市に

帰属します｡

(６) 売買代金の支払方法

次のア又はイのいずれかの方法によります｡

ア 売買契約の締結と同時 (平成20年11月17日 (月)

まで (土曜日及び日曜日を除く｡)) に売買代金の

全額を納入する方法

イ 売買契約の締結と同時 (平成20年11月17日 (月)

まで (土曜日及び日曜日を除く｡)) に売買代金の

10分の１以上の契約保証金を納付し､ その後､ 平

成20年12月８日 (月) まで (土曜日､ 日曜日及び

祝日を除く｡) に売買代金の残金 (売買代金と契

約保証金との差額をいう｡) を納入する方法

10 その他

(１) 事情により予告なく入札の中止や内容を変更する

場合があります｡

(２) 詳細は ｢入札案内書｣ によります｡

(３) この公告に関する問い合わせ先は､ 上記４(１)に

同じです｡

(別表)

物件
番号

所 在 地 (地 番)
(住 居 表 示)

地 目
実測面積
(㎡)

用途地域
建ぺい率
容積率 (％)

最低売却価格
(万円)

入札保証金
納付額 (万円)

1
幸区幸町１丁目780番18

―
宅 地 36.15 商業

80
400

1,540 40

2
中原区上小田中３丁目622番４､12
(中原区上小田中3丁目24番)

宅 地 18.87 近隣商業
80
200

430 10
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川崎市公告 (調達) 第168号

次の市有財産について､ 一般競争入札による貸付けを

実施します｡

平成20年10月10日

川崎市長 阿 部 孝 夫

１ 入札物件 (施設内自動販売機設置場所一時貸付物件)

一般競争入札に付す一時貸付物件､ 予定価格 (最低

貸付料) 等は､ 別表のとおりです｡

２ 一般競争入札参加資格

(１) 地方自治法施行令 (昭和22年政令第16号) 第167

条の４第１項の規定に該当しないこと｡

(２) 川崎市契約規則 (昭和39年川崎市規則第28号) 第

２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと｡

(３) 国税又は川崎市税の未納がないこと｡

(４) ｢平成20年度 第２回一般競争入札による市有財

産 (施設内自動販売機設置場所) 一時貸付けの案内

書｣ (以下 ｢入札案内書｣ という｡) に記載の本貸付

けの条件及び法令等を遵守し､ ｢借受人自らが一時

貸付物件 (入札物件) に飲料 (酒税法 (昭和28年法

律第６号) による酒類又はその類似品を除く｡ 以下

同じ｡) 等を販売する自動販売機及び飲料容器等の

回収容器等を設置し､ 貸付期間中継続して､ 営業・

運営する事業｣ (以下 ｢自動販売機設置運営事業｣

という｡) を行う資力､ 能力等を有する者であるこ

と｡

(５) 平成18年度及び平成19年度において､ 自動販売機

設置運営事業の実績を有していること｡

(６) 下記 ｢５ 一般競争入札参加申込みに必要な書類｣

を全て提出すること｡

(７) 公共の安全及び福祉を脅かすおそれのある団体又

は公共の安全及び福祉を脅かすおそれのある団体に

属するものでないこと｡

３ 契約上の主な条件

(１) 貸付契約の内容

本件一時貸付契約は､ 地方自治法 (昭和22年法律

第67号) 第238条の４第２項第４号の規定に基づく

貸付け (賃貸借契約) です｡

(２) 貸付期間

貸付期間は､ 平成20年12月１日から平成23年11月

30日までの３年間です｡

(３) 一時貸付物件の用途指定

一時貸付物件は､ 自動販売機設置運営事業の用途

に供さなければなりません｡

(４) 禁止事項

ア 上記(３)に規定する用途以外の用途で使用する

ことはできません｡

イ 一時貸付物件に建物を建築すること､ 又は工作

物を設置することはできません｡

ウ 一時貸付物件を第三者に転貸することはできま

せん｡

エ 本件賃借権を第三者に譲渡し､ 又は他の権利を

設定することはできません｡

オ 一時貸付物件に設置した自動販売機において､

酒類又はその類似品を販売することはできません｡

(５) 実地調査等

前記(３)及び(４)の履行を確認するため､ 川崎市が

一時貸付物件の利用状況等についての実地調査を実

施するとき､ 又は関係資料の提出を求めたときは､

借受人は必ず川崎市に協力しなければなりません｡

(６) 違約金

前記(３)～(５)の条件に違反した場合には､ 契約金

額 (落札金額×36か月×1.05) の100分の30に相当

する額を違約金として川崎市に支払わなければなり

ません｡

(７) 一時貸付物件の引渡し等

一時貸付物件は現況有姿の状態で引き渡しますの

で､ 借受人は原状に回復して返還しなければなりま

せん｡

４ 入札案内書 (入札参加申込書を含む) の配布

本件入札に参加を希望する者には､ 次により入札案

内書 (入札参加申込書等) を配布します｡

(１) 配布場所 川崎市財政局管財部管財課 (川崎市役

所本庁舎北館２階)

〒210－8577

川崎市川崎区宮本町１番地

電話 044－200－2083・2087

(２) 配布期間 平成20年10月10日 (金) から平成20年

10月31日 (金) まで

(土曜日及び日曜日を除く｡)

午前８時30分～午後５時 (正午～午後

3
中原区上小田中３丁目1256番22
(中原区上小田中３丁目2番)

宅 地 472.14 準工業
60
200

14,100 290

4
高津区子母口833番３

―
雑種地 21.37 準住居

60
200

310 10

5
麻生区上麻生字亀井３番２

―
宅 地 118.64 1種低層

50
80

1,900 40
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１時を除く｡)

５ 一般競争入札参加申込みに必要な書類

(１) 申込者が法人の場合

ア 入札参加申込書

イ 商業登記簿 (履歴事項全部証明書)

ウ 代表者の印鑑証明書

エ 国税の納税証明書

(その３の３ ｢法人税｣ 及び ｢消費税及び地方

消費税｣ の未納税額のない証明用) を提出するこ

と｡

オ 川崎市税の納税証明書 (川崎市内に本社又は事

業所がある法人の場合)

(ア) 川崎市法人市民税

申込み時点において終了している事業年度の

うち直近２年度分の納税証明書をそれぞれ１部

ずつ提出すること (未納がないこと｡)｡

(イ) 固定資産税 (償却資産を含む｡)

平成18年度及び平成19年度の納税証明書をそ

れぞれ１部ずつ提出すること(未納がないこと｡)｡

カ 財務諸表 (写し・直前決算２年間分)

損益計算書､ 貸借対照表､ 株主資本等変動計算

書を提出すること｡

(２) 申込者が個人の場合

ア 入札参加申込書

イ 印鑑登録証明書

ウ 国税の納税証明書

(その３の２ ｢申告所得税｣ 及び ｢消費税及び

地方消費税｣ の未納税額のない証明用) を提出す

ること｡

エ 川崎市税の納税証明書 (川崎市民の方)

(ア) 川崎市市民税

平成18年度及び平成19年度の納税証明書をそ

れぞれ１部ずつ提出すること(未納がないこと｡)｡

(イ) 固定資産税 (償却資産を含む｡)

平成18年度及び平成19年度の納税証明書をそ

れぞれ１部ずつ提出すること(未納がないこと｡)｡

オ 身分証明書

破産者でないことの証明書 (本籍地の市区町村

長発行) を提出すること｡

カ 登記されていないことの証明書

成年被後見人又は被保佐人とする記録がないこ

との証明書を提出すること｡

問い合わせ先 東京法務局後見登録課

電話03－5213－1360

横浜地方法務局戸籍課

電話045－641－7976

キ 確定申告の際の提出書類一式 (写し・直前決算

２年間分)

６ 入札参加申込書等の提出

本件入札に参加を希望する者は､ 上記５に記載され

た書類を次により提出しなければなりません｡

(１) 提出場所 上記４(１)に同じ

(２) 提出期間 平成20年10月27日 (月) から平成20年

10月31日 (金) まで

(土曜日及び日曜日を除く｡)

午前９時～午後４時 (正午～午後１時

を除く｡)

(３) 提出方法 持参

７ 一般競争入札参加資格の喪失

一般競争入札参加資格があると認められた者が､ 上

記２の各号のいずれかの資格を欠いたときは､ 一般競

争入札参加資格を喪失します｡

８ 入札の手続等

次により入札を執行します｡

(１) 入札の方法

入札は単価で行いますので､ 入札金額は月額貸付

料を記入してください｡

なお､ 入札書の提出は持参によるものとします｡

ア 入札書の提出日時

平成20年11月７日 (金) 午前10時

イ 入札書の提出場所

いさご会館 ２階 ホール

川崎市川崎区宮本町３番地３

(２) 入札保証金 免除

(３) 開札の日時 上記(１)アに同じ

(４) 開札の場所 上記(１)イに同じ

(５) 落札者の決定等

川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格 (最低貸付料) 以上で最高の価格をもって

有効な入札を行った者について､ 最終的な一般競争

入札参加資格の審査を実施し､ 資格の有無を審査し

た上､ 落札者を決定します｡ 資格審査の結果､ その

者に資格がないと認めたときは､ 当該入札を無効と

し､ 順次､ 価格の高い入札者について同様の審査を

実施します｡

(６) 入札の無効

入札案内書及び川崎市競争入札参加者心得で無効

と定める入札は､ これを無効とします｡

９ 契約の手続等

(１) 契約条項 入札案内書に記載してあり

ます｡

(２) 契約書等作成の要否 要

(３) 契約保証金 契約金額の10分の１以上

(円未満切上げ) とします｡

(４) 契約の締結期限 平成20年11月20日 (木)

(土曜日及び日曜日を除く｡)
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(５) 契約の締結

本件契約を締結しない場合､ 落札は無効となりま

す｡

(６) 貸付料の支払い

入札案内書に記載してあります｡

10 その他

(１) 事情により予告なく入札を変更し､ 又は取り止め

る場合等があります｡

(２) 詳細は入札案内書によります｡

(３) この公告に関する問い合わせ先は､ 上記４(１)に

同じです｡

(別表)

物件
番号

場所
番号

所管局
所在地
貸付場所

貸付面積
(㎡)

最低貸付料
(円／月)

182
教育委員会
事務局

中原区中丸子562番地
川崎市立橘高等学校

0.53

１ 197
教育委員会
事務局

川崎区富士見２丁目１番３号
川崎市教育文化会館

0.64 51,000

203
教育委員会
事務局

幸区戸手本町１丁目11番地２
川崎市幸市民館

0.74

183
教育委員会
事務局

中原区中丸子562番地
川崎市立橘高等学校

0.56

198
教育委員会
事務局

川崎区富士見２丁目１番３号
川崎市教育文化会館

0.64

２ 204
教育委員会
事務局

幸区戸手本町１丁目11番地２
川崎市幸市民館

0.46 99,000

222
教育委員会
事務局

中原区下沼部1,709番地４
川崎市教育会館

0.64

226
教育委員会
事務局

中原区等々力１番２号
川崎市市民ミュージアム

1.16

184
教育委員会
事務局

中原区中丸子562番地
川崎市立橘高等学校

0.66

205
教育委員会
事務局

幸区戸手本町１丁目11番地２
川崎市幸市民館

0.52

３ 210
教育委員会
事務局

高津区溝口１丁目４番１号
川崎市高津市民館

0.86 104,000

223
教育委員会
事務局

中原区下沼部1,709番地４
川崎市教育会館

0.89

227
教育委員会
事務局

多摩区枡形７丁目１番１号
川崎市立日本民家園

0.97

206
教育委員会
事務局

幸区戸手本町１丁目11番地２
川崎市幸市民館

0.66

211
教育委員会
事務局

高津区溝口１丁目４番１号
川崎市高津市民館

0.95

４ 212
教育委員会
事務局

宮前区宮前平２丁目20番地４
川崎市宮前市民館

0.52 103,000

215
教育委員会
事務局

多摩区登戸1,775番地１
川崎市多摩市民館

0.52

218
教育委員会
事務局

麻生区万福寺１丁目５番２号
川崎市麻生市民館

0.70

213
教育委員会
事務局

宮前区宮前平２丁目20番地４
川崎市宮前市民館

0.74

216
教育委員会
事務局

多摩区登戸1,775番地１
川崎市多摩市民館

0.74
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川崎市公告 (調達) 第169号

落札者等の公示

川崎市物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める

規則第11条の規定に基づき､ 次のとおり落札者等につい

て公示します｡

平成20年10月10日

川崎市長 阿 部 孝 夫

１ 調達の名称

福祉総合情報システムに係る第10次電算装置等の賃

貸借及び保守に関する契約

２ 契約に関する事務担当部局

総務局情報管理部システム管理課

川崎市川崎区宮本町１番地

３ 契約の相手方を決定した日

平成20年８月22日

４ 契約の相手方の氏名及び住所

富士通リース株式会社横浜支店

支店長 高 橋 秀 樹

神奈川県横浜市西区みなとみらい二丁目２番１号

５ 契約金額 (リース月額)

3,036,600円

６ 契約の相手方を決定した手続

一般競争入札

７ 入札の公告を行った日

平成20年７月10日

川崎市水道局規程第29号

川崎市水道条例施行規程の一部を改正する規程を次の

ように定める｡

平成20年９月30日

川崎市水道局長 粟 冠 和 美

川崎市水道条例施行規程の一部を改正する

規程

川崎市水道条例施行規程 (昭和33年水道部規程第３号)

の一部を次のように改正する｡

第29条第１項中 ｢前月の消費水量｣ を ｢前回の調定水

量｣ に､ ｢参しゃくして行なう｣ を ｢考慮して行う｣ に

改め､ 同条第２項及び第３項を削る｡

第34条第１項の表中

｢

｣

５ 219
教育委員会
事務局

麻生区万福寺１丁目５番２号
川崎市麻生市民館

0.57 106,000

228
教育委員会
事務局

多摩区枡形７丁目１番１号
川崎市立日本民家園

0.93

229
教育委員会
事務局

多摩区枡形７丁目１番１号
川崎市立日本民家園

0.73

214
教育委員会
事務局

宮前区宮前平２丁目20番地４
川崎市宮前市民館

0.57

217
教育委員会
事務局

多摩区登戸1,775番地１
川崎市多摩市民館

0.54

６ 220
教育委員会
事務局

麻生区万福寺１丁目５番２号
川崎市麻生市民館

0.60 98,000

225
教育委員会
事務局

中原区下沼部1,709番地４
川崎市教育会館

0.68

231
教育委員会
事務局

多摩区枡形７丁目１番１号
川崎市立日本民家園

0.86

233 建設局
中原区下沼部1,753番12
向河原駅自転車等駐車場

1.20

７

234 建設局
高津区溝口２丁目３番14号ほか
武蔵溝ノ口駅南口自転車等第３駐車場

0.50

58,000

235 建設局
多摩区菅稲田堤１丁目2,308番１ほか
稲田堤駅自転車等第２駐車場

1.36

236 建設局
麻生区上麻生１丁目17番４
新百合ヶ丘駅自転車等第１駐車場

0.52

水 道 局 規 程

(２) 料金調定後､ 地下漏水､
メーター漏水､ メーター不
良又はメーター誤針の事実
を確認した場合

局長がその都度定め
る額




